
  

 

 
 

   平成２６年９月１９日 
 

各 位 
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代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長    山下 正弘 
 （コード番号 ４５６９ 東証第１部） 
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電 話 番 号 ０３－３５２５－４７０７ 

 
子会社における固定資産の譲渡に関するお知らせ 

 
当社の子会社である杏林製薬株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：宮下三朝、以下「杏林製薬」）

は、本日、平成２６年９月１９日開催の取締役会において、杏林製薬が所有する固定資産を以下のとおり譲渡す

ることを決議いたしました。 

 

１．譲渡の理由 
 当該物件は、当社および杏林製薬が平成２０年４月まで本社として使用しておりましたが、業務の拡充に対応

し、より一層の経営効率化を図ることを目的として移転しました。その後、当該施設の有効活用について検討し、

この度の譲渡に至りました。 
 
２．当該子会社の概要 
（１）名称 杏林製薬株式会社 
（２）所在地 東京都千代田区神田駿河台４丁目６番地 
（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 宮下三朝 
（４）事業内容 医薬品の製造販売 
（５）資本金 ４，３１７百万円 
 
３．譲渡資産の内容 

資産の内容及び所在地 譲渡価額 帳簿価額 譲渡益 現 況 
土地及び建物 
（東京都千代田区神田駿河台２丁目５番地） 

４，７１０百万円 １２２百万円 約４５億円 賃貸用不動産

※譲渡益は、譲渡に係る諸費用等の見積額を控除した概算額を記載しています。 
 
４．譲渡の相手先の概要 
（１）名称 中央労働金庫 
（２）所在地 東京都千代田区神田駿河台２丁目５番地 
（３）代表者の役職・氏名 理事長 吉田正和 
（４）事業内容 銀行業 

（５）上場会社と当該法人の関係 
中央労働金庫と当社グループとの間には、記載すべき資本関係・人的関

係・取引関係はなく、関連当事者にも該当いたしません。 
 
 
 



  

 

５．譲渡の日程 
（１）取締役会決議日 平成２６年９月１９日 
（２）契約締結日 平成２６年９月１９日 
（３）物件引渡期日 平成２６年１０月（予定） 

 
６．今後の見通し 
 当該固定資産の譲渡により、平成２７年３月期の第３四半期連結決算において、固定資産売却益 約４５億円

を特別利益として計上する見込みです。 
 なお、当社グループでは固定資産の効率的な活用という方針の下、研究開発施設の集約に伴う旧施設の再利用

等を検討しており、現在、それらに伴う損益影響額も含めて連結業績への影響を精査中です。当社連結業績への

影響につきましては詳細が確定し次第、速やかにお知らせいたします。 

 
 

 
以上 


